
 

 

平成２３年３月１６日              

 

計画停電時におけるガス機器の使用に伴う 

ガス事故の発生防止について 

（注意喚起） 
 

 平成２３年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い計画停電が行われています。 

停電中は、換気扇、給排気設備が作動しない場合がありますので、停電中に

やむを得ずガス機器を使用する場合は、窓を開けて換気をする等、十分に注意

してください。 

 

平成２３年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い平成２３年３月１４日以降、

電力会社により計画停電が実施されています。 

停電中は、換気扇や給排気設備が作動しない場合がありますので、停電中に

やむを得ずガス機器を使用する場合は、窓を開けて換気をする等、十分に注意

してください。小型湯沸器、暖房器具及び業務用機器をご使用の場合は、特に

注意してください。 

 

また、停電中の照明不足等によって、ガス機器がよく見えない場合では、操

作を誤るとガス漏れ等が起こることも考えられますので、操作に際しては十分

に注意して使用してください。 
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